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令
和
元
年
度
に
実
施
し
た
定
期

監
査
（
そ
の
１
）
の
監
査
結
果
に

基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
、

茂
原
市
長
か
ら
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
監
査
の
種
類　
定
期
監
査

◆
措
置
年
度　
　

令
和
２
年
度

 

総
務
部　
管
財
課

【
監
査
結
果
】

業
務
委
託
、
工
事
請
負
等
の
契

約
に
つ
い
て
、
設
計
単
価
、
積
算

基
準
、
入
札
方
法
、
そ
の
他
所
要

件
が
適
正
で
あ
る
か
を
判
断
す
る

第
三
者
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

検
討
さ
れ
た
い
。

【
措
置
内
容
】

入
札
執
行
前
に
第
三
者
委
員
会

に
お
い
て
審
査
を
受
け
る
こ
と

は
、
入
札
に
関
す
る
情
報
の
取
り

扱
い
上
、
実
施
は
困
難
で
あ
る
た

め
設
置
し
な
い
が
、
適
正
な
設
計

書
に
基
づ
く
入
札
・
契
約
を
行
う

た
め
、
事
業
課
に
お
い
て
５
月
に

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
設
計
書

監
査
の
結
果
に
対
す
る
措
置

に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
に
基

づ
く
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
設
計
単

価
、
積
算
基
準
、
発
注
工
種
等
、

内
容
に
つ
い
て
適
正
で
あ
る
か
確

認
し
た
上
で
執
行
す
る
こ
と
と
し

た
。ま

た
設
計
金
額
１
億
５
千
万
円

以
上
と
な
る
建
築
工
事
に
つ
い
て

は
、
設
計
に
係
る
豊
富
な
情
報
を

有
し
、
か
つ
秘
密
が
厳
守
さ
れ
る

公
益
法
人
に
お
い
て
設
計
審
査
を

受
け
る
こ
と
と
し
た
。

茂
原
市
建
設
工
事
等
指
名
業
者

選
定
審
査
会
に
お
い
て
も
、
引
き

続
き
指
名
業
者
の
選
定
、
入
札
参

加
資
格
要
件
等
、
慎
重
に
審
査
し

た
う
え
で
入
札
を
執
行
し
、
契
約

を
行
っ
て
い
く
。

 

総
務
部　
防
災
対
策
課

【
監
査
結
果
】

茂
原
市
防
災
マ
ッ
プ
、
茂
原
市

洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
統
合
し

た
防
災
に
関
す
る
最
新
情
報
を
掲

載
し
た
マ
ッ
プ
を
速
や
か
に
作
成

し
、
市
民
に
配
布
で
き
る
よ
う
努

め
ら
れ
た
い
。

【
措
置
内
容
】

新
た
に
作
成
し
た
茂
原
市
洪
水

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、

５
月
15
日
の
新
聞
折
込
み
に
よ

り
、
約
３
０
，
０
０
０
世
帯
へ
配

布
し
た
。
ま
た
、
新
聞
未
購
読
世

帯
に
対
し
広
報
と
併
せ
て
送
付
し

た
。
さ
ら
に
各
公
共
施
設
へ
の
窓

口
配
布
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広

く
市
民
へ
の
周
知
に
努
め
た
。

 

企
画
財
政
部　
市
民
税
課

【
監
査
結
果
】

市
民
税
課
及
び
資
産
税
課
に
つ

い
て
は
、
歳
入
の
根
幹
を
な
す
部

署
で
あ
る
の
で
、
本
市
事
業
の
推

進
の
た
め
更
な
る
課
税
客
体
の
把

握
に
努
め
ら
れ
た
い
。

【
措
置
内
容
】

１ 
個
人
市
民
税

⑴
市
・
県
民
税
申
告
の
未
申
告
者

の
削
減

令
和
２
年
度
の
未
申
告
者
に
対

し
て
、
10
月
に
申
告
を
促
す
通
知
を

送
付
、
11
月
に
訪
問
調
査
を
実
施

し
、
未
申
告
者
の
削
減
に
努
め
る
。

⑵
適
正
な
課
税

①
所
得
に
つ
い
て
、
国
税
庁
か
ら

収
受
す
る
課
税
資
料
、
税
務
署

で
の
資
料
閲
覧
等
で
申
告
さ
れ

て
い
な
い
所
得
が
あ
る
場
合

は
、
適
宜
是
正
を
行
っ
た
。

②
所
得
控
除
に
つ
い
て
、
扶
養
控

除
が
重
複
し
て
い
る
被
扶
養
者

に
つ
い
て
当
事
者
に
確
認
す
る

等
、
控
除
が
適
正
に
適
用
さ
れ

る
よ
う
、
適
宜
是
正
を
行
っ
た
。

２ 

法
人
市
民
税

未
申
告
法
人
55
社
に
つ
い
て
法

人
登
記
や
現
地
確
認
等
の
事
業
実

態
の
調
査
を
行
い
、
30
社
に
対
し

て
申
告
書
を
送
付
す
る
等
適
正
な

課
税
を
行
っ
た
。
そ
の
後
申
告
の

な
か
っ
た
27
社
に
つ
い
て
は
直
接

訪
問
し
て
指
導
を
行
っ
た
。

３ 

軽
自
動
車
税

⑴
デ
ー
タ
連
携

軽
４
輪
に
つ
い
て
は
、
軽
自
動

車
検
査
情
報
市
区
町
村
シ
ス
テ
ム

よ
り
提
供
さ
れ
る
デ
ー
タ
を
活
用

し
、
適
正
な
登
録
、
変
更
、
廃
車

等
の
処
理
を
行
っ
た
。

⑵
公
示
送
達
し
た
者
の
調
査

令
和
２
年
度
に
お
い
て
、
納
付

書
が
未
着
と
な
り
、
公
示
送
達
し

た
32
名
の
う
ち
、
８
月
に
15
名
の

所
在
確
認
を
行
っ
た
。
残
り
17
名

に
つ
い
て
も
10
月
に
訪
問
調
査
を

実
施
し
、
所
在
確
認
に
努
め
る
。

今
後
も
、
引
き
続
き
課
税
客
体

の
把
握
に
努
め
る
。

問
合
せ

監
査
委
員
事
務
局
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
６
０
、
⒇
１
６
０
７

問
合
せ

都
市
計
画
課
（
８
階
）

☎
⒇
１
５
４
６
、
⒇
１
６
０
６

豊田福祉センターに
エレベーターが設置されました！

豊田福祉センターにエレベーターを増築
して利便性を高めました。福祉・文化・教
養の活動に福祉センターをご利用ください。

問合せ　豊田福祉センター
☎(26)1105、  (26)1106


